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インフルエンザ予防接種インフルエンザ予防接種
※入院中・入所中などの事情で委託医療機関以外のかかりつけ医で接
種を希望する方は、保健センターへお問い合わせください。
覆市内在住で、次のいずれかに該当する方
▶接種当日65歳以上の方（受診通知書〈青色〉を９月下旬に送付）
▶接種当日6０歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器などに障がいが
あり身体障害者手帳１級相当に該当する方（令和３年１月２２日までに保
健センターへ要申し込み）
※詳しくは、受診通知書または市ホームページをご覧ください。
※接種期間内に65歳を迎える方（昭和３０年１０月から昭和３１年１月生ま
れ）は、期間内に随時通知書を送付します。

インフルエンザ予防接種費用臨時助成インフルエンザ予防接種費用臨時助成
　令和２年度は、優先的な接種対象者とされる次の方にインフルエン
ザ予防接種費用の一部を臨時的に助成します。
接種対象期間　１０月２6日㈪～令和３年１月３１日㈰
覆市内在住の妊婦および生後6カ月～中学３年生
助成金額　１回につき２,０００円（１３歳未満は２回、１３歳以上は１回を限度）
　市内指定医療機関で接種する場合は、医療機関に設置してある委任
状を提出し、２,０００円を引いた金額を窓口でお支払いください。
　その他の医療機関で接種した場合は、後日申請が必要です。１０月２6
日から令和３年３月３１日までに、申請書（市ホームページで入手）、預
貯金通帳の写し、領収書原本および予防接種を受けたことがわかる書
類を窓口または郵送で保健センターへ提出してください。
　市内指定医療機関など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

接種時期について接種時期について
　新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、この冬に向けて
インフルエンザワクチンの需要が高まる可能性があります。今年は過
去5年で最大量のインフルエンザワクチンが供給される予定ですが、
重症化を防ぐため、次に該当し、接種を希望する方は早めに受けてく
ださい。
10月1日から
○次のいずれかに該当する方
・65歳以上の方
・6０歳以上65歳未満で、心臓・腎

じん

臓
ぞう

・呼吸器などに障がいがあり身体
障害者手帳１級相当に該当する方
※このほかの方は、１０月２6日以降に接種を受けてください。
10月26日から
○特に、次のいずれかに該当する方を優先
・医療従事者
・基礎疾患を有する方
・妊婦
・生後6カ月～小学校２年生

高齢者向けインフルエンザ予防接種高齢者向けインフルエンザ予防接種
　令和２年度は、無料で予防接種が受けられます。
接種対象期間　令和３年１月３１日㈰まで
複八潮市・草加市委託医療機関

物保健センター☎995－3381
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